
亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ ３ 号  

 

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

亀 山 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ４ の １ の 表 １ の 項 中 「 及 び 第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項 及 び 第 ５

項 」 に 改 め 、 同 表 ２ の 項 中 「 第 ５ 条 第 ３ 項 」 の 次 に 「 又 は 第 ４ 項 」

を 加 え 、 同 表 ４ の 項 中 「 場 合 」 の 次 に 「 又 は 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基

づ く 管 理 者 等 が 選 任 さ れ た 場 合 」 を 加 え 、 「 譲 受 人 決 定 時 」 を 「 譲

受 人 決 定 時 等 」 に 改 め 、 同 表 ５ の 項 中 「 計 画 の 認 定 を 」 を 「 同 法 第

６ 条 第 １ 項 の 認 定 を 」 に 、 「 計 画 の 認 定 に 」 を 「 当 該 認 定 に 」 に 改

め る 。  

 別 表 第 ４ の ２ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

２  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料  

区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

 長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 １ １

年 法 律 第 ８ １

号 ） 第 ６ 条 の

２ 第 ３ 項 に 規

そ の 他 の 場 合長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 の

交 付 を 受 け た

そ の 他 の 場 合



 定 す る 確 認 書

又 は 同 条 第 ４

項 に 規 定 す る

住 宅 性 能 評 価

書 の 交 付 を 受

け た も の で あ

る 場 合  

 も の で あ る

場 合  

 

一 戸 建 て の

住 宅  

１３，５００

円

５０，９００

円

２０，３００

円

７６，４００

円

一

戸

建

て

の

住

宅

以

外

の

住

宅  

総 戸 数 が

５ 戸 以 下

の も の  

４，９００円 ２４，０００

円

７，４００円 ３６，０００

円

総 戸 数 が

５ 戸 を 超

え １ ０ 戸

以 下 の も

の  

４，１００円 １９，２００

円

６，１００円 ２８，８００

円

総 戸 数 が

１ ０ 戸 を

超 え ２ ５

戸 以 下 の

も の  

２，７００円 １５，１００

円

４，１００円 ２２，７００

円

総 戸 数 が

２ ５ 戸 を

超 え ５ ０

戸 以 下 の

も の  

２，２００円 １３，６００

円

３，３００円 ２０，４００

円

総 戸 数 が

５ ０ 戸 を

超 え １ ０

０ 戸 以 下

の も の  

１，６００円 １１，６００

円

２，５００円 １７，５００

円

総 戸 数 が

１ ０ ０ 戸

を 超 え ２

０ ０ 戸 以

下 の も の

１，４００円 １０，８００

円

２，１００円 １６，２００

円

 総 戸 数 が

２ ０ ０ 戸

１，２００円 １０，３００

円

１，８００円 １５，４００

円



 を 超 え ３

０ ０ 戸 以

下 の も の

 総 戸 数 が

３ ０ ０ 戸

を 超 え る

も の  

１，０００円 ９，４００円 １，５００円 １４，２００

円

 別 表 第 ４ の ３ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

３  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 （ 分 譲 事 業 者 単 独 作 成 ） 認 定 申 請 手 数  

料  

区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

 長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 又

は 同 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 住

宅 性 能 評 価 書

の 交 付 を 受 け

た も の で あ る

場 合  

そ の 他 の 場 合長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 の

交 付 を 受 け た

も の で あ る 場

合  

そ の 他 の 場 合

一 戸 建 て の

住 宅  

１０，５００

円

４７，９００

円

１５，８００

円

７１，９００

円

一

戸

建

て

の

住  

総 戸 数 が

５ 戸 以 下

の も の  

３，９００円 ２３，０００

円

５，９００円 ３４，５００

円

総 戸 数 が

５ 戸 を 超

え １ ０ 戸

３，３００円 １８，４００

円

５，０００円 ２７，６００

円



宅

以  

以 下 の も

の  

外

の

住

宅  

総 戸 数 が

１ ０ 戸 を

超 え ２ ５

戸 以 下 の

も の  

２，１００円 １４，５００

円

３，２００円 ２１，８００

円

総 戸 数 が

２ ５ 戸 を

超 え ５ ０

戸 以 下 の

も の  

１，８００円 １３，２００

円

２，７００円 １９，８００

円

総 戸 数 が

５ ０ 戸 を

超 え １ ０

０ 戸 以 下

の も の  

１，４００円 １１，４００

円

２，１００円 １７，１００

円

総 戸 数 が

１ ０ ０ 戸

を 超 え ２

０ ０ 戸 以

下 の も の

１，２００円 １０，５００

円

１，８００円 １５，８００

円

総 戸 数 が

２ ０ ０ 戸

を 超 え ３

０ ０ 戸 以

下 の も の

１，０００円 １０，１００

円

１，５００円 １５，１００

円

総 戸 数 が

３ ０ ０ 戸

を 超 え る

も の  

８００円 ９，２００円 １，２００円 １３，９００

円

 別 表 第 ４ の ４ の １ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４ の １  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料  

（ １ ） 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 長 期 使 用 構 造 等 の 変 更 を 含 む 場 合 （ 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 又 は

第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け た も の で 、 同 法 第 ９ 条 第 １ 項

又 は 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け て い な い も の を 除 く 。 ）  



区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

 長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

そ の 他 の 場 合長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

そ の 他 の 場 合

 に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 又

は 同 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 住

宅 性 能 評 価 書

の 交 付 を 受 け

た も の で あ る

場 合  

 に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 の

交 付 を 受 け た

も の で あ る 場

合  

 

一 戸 建 て の

住 宅  

７，３００円 ２６，０００

円

１０，７００

円

３８，７００

円

一

戸

建

て

の

住

宅

以

外

の

住

宅  

総 戸 数 が

５ 戸 以 下

の も の  

２，５００円 １２，１００

円

３，８００円 １８，１００

円

総 戸 数 が

５ 戸 を 超

え １ ０ 戸

以 下 の も

の  

２，１００円 ９，６００円 ３，１００円 １４，４００

円

総 戸 数 が

１ ０ 戸 を

超 え ２ ５

戸 以 下 の

も の  

１，３００円 ７，６００円 ２，０００円 １１，４００

円

総 戸 数 が

２ ５ 戸 を

超 え ５ ０

戸 以 下 の

１，１００円 ６，８００円 １，６００円 １０，２００

円



 も の  

 総 戸 数 が

５ ０ 戸 を

超 え １ ０

０ 戸 以 下

の も の  

８ ０ ０ 円 ５ ， ８ ０ ０

円

１ ， ２ ０ ０

円

８ ， ７ ０ ０

円

 総 戸 数 が

１ ０ ０ 戸

を 超 え ２

０ ０ 戸 以

下 の も の

７００円 ５，４００円 １，０００円 ８，１００円

 総 戸 数 が

２ ０ ０ 戸

を 超 え ３

０ ０ 戸 以

下 の も の

６００円 ５，１００円 ９００円 ７，７００円

 総 戸 数 が

３ ０ ０ 戸

を 超 え る

も の  

５００円 ４，７００円 ７００円 ７，１００円

（ ２ ） 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 長 期 使 用 構 造 等 以 外 の 変 更 に 係 る 場 合 （ 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項

又 は 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け た も の で 、 同 法 第 ９ 条 第

１ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け て い な い も の を 除

く 。 ）  

区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

一 戸 建 て の 住 宅  ７ , ３ ０ ０ 円  １ ０ , ７ ０ ０ 円  

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅  

総 戸 数 が ５ 戸 以

下 の も の  

２ , ５ ０ ０ 円  ３ , ８ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ 戸 を

超 え １ ０ 戸 以 下

の も の  

２ , １ ０ ０ 円  ３ , １ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ 戸

を 超 え ２ ５ 戸 以

下 の も の  

１ , ３ ０ ０ 円  ２ , ０ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ２ ５ 戸

を 超 え ５ ０ 戸 以  

１ , １ ０ ０ 円  １ ， ６ ０ ０ 円  



 下 の も の    

 総 戸 数 が ５ ０ 戸

を 超 え １ ０ ０ 戸  

以 下 の も の  

８ ０ ０ 円  １ ， ２ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が １ ０ ０

戸 を 超 え ２ ０ ０

戸 以 下 の も の  

７ ０ ０ 円  １ ， ０ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ２ ０ ０

戸 を 超 え ３ ０ ０

戸 以 下 の も の  

６ ０ ０ 円  ９ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ３ ０ ０

戸 を 超 え る も の  

５ ０ ０ 円  ７ ０ ０ 円  

 別 表 第 ４ の ４ の ２ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４ の ２  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 （ 分 譲 事 業 者 単 独 作 成 ） 変 更 認 定

申 請 手 数 料  

（ １ ） 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 長 期 使 用 構 造 等 の 変 更 を 含 む 場 合 （ 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 又 は

第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け た も の で 、 同 法 第 ９ 条 第 １ 項

又 は 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け て い な い も の に 限 る 。 ）  

区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

 長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 又

は 同 条 第 ４ 項

に 規 定 す る 住

宅 性 能 評 価 書

の 交 付 を 受 け

そ の 他 の 場 合長 期 優 良 住 宅

の 普 及 の 促 進

に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ

る 基 準 に 適 合

し た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定

す る 確 認 書 の

交 付 を 受 け た

も の で あ る 場

合  

そ の 他 の 場 合



 た も の で あ る

場 合  

一 戸 建 て の

住 宅  

５，８００円 ２４，４００

円

８，４００

円

３６，４００

円

一

戸

建

て

の

住

宅

以

外

の

住

宅  

総 戸 数 が

５ 戸 以 下

の も の  

２，０００円 １１，６００

円

３，０００円 １７，３００

円

総 戸 数 が

５ 戸 を 超

え １ ０ 戸

以 下 の も

の  

１，７００円 ９，２００円 ２，５００円 １３，８００

円

総 戸 数 が

１ ０ 戸 を

超 え ２ ５

戸 以 下 の

も の  

１，０００円 ７，３００円 １，６００円 １０，９００

円

 総 戸 数 が

２ ５ 戸 を

超 え ５ ０

戸 以 下 の

も の  

９００円 ６，６００円 １，３００円 ９，９００円

 総 戸 数 が

５ ０ 戸 を

超 え １ ０

０ 戸 以 下

の も の  

７ ０ ０ 円 ５ ， ７ ０ ０

円

１ ， ０ ０ ０

円

８ ， ５ ０ ０

円

 総 戸 数 が

１ ０ ０ 戸

を 超 え ２

０ ０ 戸 以

下 の も の

６ ０ ０ 円 ５ ， ２ ０ ０

円

９ ０ ０ 円 ７ ， ９ ０ ０

円

 総 戸 数 が

２ ０ ０ 戸

を 超 え ３

０ ０ 戸 以

下 の も の

５ ０ ０ 円 ５ ， ０ ０ ０

円

７ ０ ０ 円 ７ ， ５ ０ ０

円

 総 戸 数 が

３ ０ ０ 戸

４ ０ ０ 円 ４ ， ６ ０ ０

円

６ ０ ０ 円 ６ ， ９ ０ ０

円



 を 超 え る

も の  

（ ２ ） 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 長 期 使 用 構 造 等 以 外 の 変 更 に 係 る 場 合 （ 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項

又 は 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け た も の で 、 同 法 第 ９ 条 第

１ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 を 受 け て い な い も の に 限

る 。 ）  

区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

一 戸 建 て の 住 宅  ５ , ８ ０ ０ 円  ８ , ４ ０ ０ 円  

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅  

総 戸 数 が ５ 戸 以

下 の も の  

２ , ０ ０ ０ 円  ３ , ０ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ 戸 を

超 え １ ０ 戸 以 下

の も の  

１ , ７ ０ ０ 円  ２ , ５ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ 戸

を 超 え ２ ５ 戸 以

下 の も の  

１ , ０ ０ ０ 円  １ ， ６ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ２ ５ 戸

を 超 え ５ ０ 戸 以

下 の も の  

９ ０ ０ 円  １ ， ３ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ５ ０ 戸

を 超 え １ ０ ０ 戸

以 下 の も の  

７ ０ ０ 円  １ ， ０ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が １ ０ ０

戸 を 超 え ２ ０ ０

戸 以 下 の も の  

６ ０ ０ 円  ９ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ２ ０ ０

戸 を 超 え ３ ０ ０

戸 以 下 の も の  

５ ０ ０ 円  ７ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ３ ０ ０

戸 を 超 え る も の  

４ ０ ０ 円  ６ ０ ０ 円  

別 表 第 ４ の ４ の ３ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４ の ３  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 変 更 （ 譲 受 人 決 定 時 等 ） 認 定 申 請

手 数 料  

区 分  １ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  



 新 築 基 準  増 改 築 基 準  

一 戸 建 て の 住 宅  ６ ， ０ ０ ０ 円  ８ ， ０ ０ ０ 円  

一 戸

建 て  

総 戸 数 が ５ 戸 以

下 の も の  

２ ， ０ ０ ０ 円  ２ ， ６ ０ ０ 円  

の 住

宅 以

外 の  

総 戸 数 が ５ 戸 を

超 え １ ０ 戸 以 下

の も の  

１ ， ５ ０ ０ 円  ２ ， ０ ０ ０ 円  

住 宅  総 戸 数 が １ ０ 戸

を 超 え ２ ５ 戸 以

下 の も の  

１ ， ０ ０ ０ 円  １ ， ４ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ２ ５ 戸

を 超 え ５ ０ 戸 以

下 の も の  

８ ０ ０ 円  １ ， ０ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ５ ０ 戸

を 超 え １ ０ ０ 戸

以 下 の も の  

５ ０ ０ 円  ７ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が １ ０ ０

戸 を 超 え ２ ０ ０

戸 以 下 の も の  

５ ０ ０ 円  ６ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ２ ０ ０

戸 を 超 え ３ ０ ０

戸 以 下 の も の  

４ ０ ０ 円  ５ ０ ０ 円  

 総 戸 数 が ３ ０ ０

戸 を 超 え る も の  

３ ０ ０ 円  ４ ０ ０ 円  

別 表 第 ４ の ５ の 表 中 「 ６ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「  

２，７００円」を「１，０００円」に、「２，４００円」を「８００

円 」 に 、 「 １ ， ３ ０ ０ 円 」 及 び 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ０ ０ 円 」 に 、  

「 １ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ０ ０ 円 」 に 、 「 ９ ０ ０ 円 」 及 び 「 ７ ０ ０ 円 」  

を 「 ２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  住 宅 の 質 の 向 上 及 び 円 滑 な 取 引 環 境 の 整 備 の た め の 長 期 優 良 住

宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年

法 律 第 ４ ８ 号 ） 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ



る こ と と さ れ る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 変 更 （ 譲 受 人 を 決 定 し

た 場 合 に お け る 変 更 を 含 む 。 ） 及 び 認 定 に 基 づ く 地 位 の 承 継 の 申

請 に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 手 数 料 条 例 の 相 当

規 定 に 定 め る 申 請 と み な し て 、 当 該 相 当 規 定 を 適 用 す る 。  


